
期日前投票 不在者投票 

詳しくは、区の選挙管理委員会（区役所内／１詆）へお問い合わせください。 
 

※今国会は7月5日に閉会予定 

投票日は 
今国会会期末までに 
決定します 

７月２８日（土）で参議院議員の任期が満了するのに伴い、参議院議員選挙が行われます。 
このページで投票の仕方を確認して、みんなで投票所へ行こう。 

投票所で投票 
時間：午前７時～午後８時 

詳しくは、投票所案内は
がきをご覧ください 

仕事や旅行などで投票日に投票
に行けない方は、事前に投票でき
ます。土・日曜も行っています。 

旅行や帰省などで市外に
滞在している場合、滞在地
の選挙管理委員会で、事前
に投票できます。 

事前に手続きが必要ですの
で、お早めにお問い合わせ
ください 

指定された病院、老人ホームなどに
入院、入所している場合 

その施設で投票を行うことができま
す。各施設にお問い合わせください。 

身体障害者手帳、戦傷病者手帳を
お持ちで一定以上の障がいがある、
介護保険で要介護５に該当する場合 

郵便で自宅から投票できます。事前
に手続きが必要ですので、お早めに
お問い合わせください。 

時間：午前８時30分～午後８時 
会場：お住まいの区の区役所か　
　　　区民センター 

詳しくは投票所案内はがきをご覧
ください 

手続き 
必要 

投票日に投票所で投票できる  

公示日（投票日の１７日前）以降に、順次「投票所案内はがき」を郵
送します。投票場所、時間などが記載されていますので、確認の上、
投票時に持参してください。なお、紛失したり、忘れたりした場合でも、
投票できますので、投票所の係員にお申し出ください。 

投票所 
案内はがき 
投票所 

案内はがき 

はい 

はい いいえ 

候補者や政党、政治団体などの政策を
記載した選挙公報を、投票日の2日前まで
に、全世帯に配布するとともに、区役所、
まちづくりセンターなどでもお配りします。 

参議院とは、衆議院とともに国会を構成する
議院の一つ。定数は242人。議員の任期は6
年で、半数が3年ごとに改選される。都道府
県を選挙区とする「選挙区」と、全国統一で
の「比例代表」によって選出される。 

例外1

例外2

参議院議員選挙 
都合に合わせて、さあ投票所へ！ 

「選挙区選出議員選挙」⇒北海道で2人 
候補者名1人を記入 

 
「比例代表選出議員選挙」⇒全国で48人 
候補者名1人か、政党、政治団体名１つを記入 

候補者など 
について 
知りたい 

参議院 なるほどメモ 

チャートで確認！ 
チャートで確認！ 

いいえ 

投票日の16日前～投票日前日に市内に滞在している日がある 

参議院議員選挙 
都合に合わせて、さあ投票所へ！ 

※札幌市で投票できるのは、札幌市の選挙人名簿に登録されている方です 

投票の 
仕方は？ 
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